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4ｍ１１．．制制度度のの概概要要                                      

（（11））概概要要とと目目的的  

この制度は大分県における保育士の確保を図るため、保育士資格を有しているものの、保育士として勤

務していない方が、大分県内で保育士としての児童の保護等の業務（以下、「保育業務」という。）に従事し

ようとする方に無利子で就職準備金の貸し付けを行います。 

また、大分県内において保育業務に2年間引き続き従事した場合は、返還を免除します。 

 

（（22））貸貸付付対対象象者者  

次の要件をすべて満たす方。 

① 申請時において申請者又はその配偶者若しくは一親等の親族が大分県内に住民登録している方。 

② 保育士登録後１年以上経過した方。 

  ※保育士養成施設の卒業予定者や、新規卒業者で新たに勤務することが決定した方は貸付対象には 

   なりません。 

③ 以下に掲げる県内の施設又は事業を離離職職後後33ケケ月月以以上上経経過過ししたた方方、、県外の当該施設等を離職した方、 

   または当該施設、事業に勤務経験のない方。 

    ア 保育所及び幼保連携型認定こども園 

    イ 家庭的保育事業 

    ウ 小規模保育事業 

    エ 事業所内保育事業 

    オ 幼稚園 

   ④ 大分県内の保育所等に、本年4月１日～翌年3月末日までの間に、新たに保育業務に従事する（した） 

   方。 なお、週週2200時時間間以以上上の勤務時間が必要です。 

⑤  再再就就職職日日よよりり33かか月月以以内内にに申申請請すするるこことと。。 

⑥ 就職後、引引きき続続きき22年年間間保保育育士士ととししてて勤勤務務すするる意意志志ののああるる方方。。  

⑦ 他の都道府県の本就職準備金の貸付を受けていない方。これまでに本就職準備金の貸付、また保育士修学

資金の貸付を受けたことがない方。 

 

（（33））貸貸付付金金額額  

440000,,000000円円以以内内  

（転居費用、被服費、従事に必要な研修費用、図書費、通勤に要する車両購入費等） 

 

（（44））利利  子子  

  貸付利子は無利子です。 

ただし、正当な理由がなく返還期限までに返還しなかった場合は、返還すべき額につき、年3％の割合で

計算した延滞利子を徴収します。 

 

 （（55））連連帯帯保保証証人人  

申請には連帯保証人が必要です。 

 

ｍ２２．．貸貸付付のの申申請請                                                                            

（（11））申申請請方方法法  

貸し付けを受けようとするときは、次の書類を作成してください。 

必要書類を揃えて、大分県社会福祉協議会（以下、「県社協」という。）に提出して下さい。 

 

＊＊募募集集定定員員にに達達しし次次第第締締めめ切切りりとと致致ししまますすののでで事事前前ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  
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 ① 保育士就職準備金貸付申請書（第1号様式） 

   ② 貸付申請に係る同意および誓約書（第2号様式） 

   ③ 個人情報の取扱同意書（第3号様式） 

   ④ 業務従事証明書（第4号様式） 

   ⑤ 都道府県知事が証する保育士証の写し 

   ⑥ 申請者及び連帯保証人の住民票（世帯全員の記載があるもの。連帯保証人が別世帯であればそれぞれ１通)  

   ⑦ 連帯保証人の所得・課税証明書 (源泉徴収票、納税証明書等は認められません。) 

   ⑧ 保育業務の経験がある方は、直近の退職先の業務従事証明書等、退職が確認できる書類 

       （ハローワークにて「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（被保険者通知用）」を取得、代用できます。 
     就労した事業所の名称、資格取得年月日(就労を開始した日)、離職年月日（退職日）が記載されています。） 
   ⑨ 生活保護受給世帯の方は福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書 

   ⑩ 就職準備金申請チェックリスト  

        その他、必要な場合は上記以外の書類の提出を求めることがあります。 

 
申申請請書書類類はは全全てて揃揃ええててかからら提提出出ししててくくだだささいい。。不不足足書書類類ががああるるととききはは受受付付ででききまませせんん。 

 
（（22））連連帯帯保保証証人人  

連帯保証人は、原則として大分県内に住所を有し、保証能力の有る成年者とします。 

ただし、県社協会長が認める場合、大分県外に住所を有する方でも差し支えないものとします。 

 

 （（33））他他のの貸貸付付制制度度ととのの併併用用  

以下の制度との併用はできません。 

・生活福祉資金や母子父子寡婦福祉資金、その他の国庫補助事業等を活用した制度 

 

＊なお、本制度の貸付決定後（貸付期間中）に重複での借り入れが判明した場合は、本貸付金の契約を 
解除し、貸付金については一括で返還を求めることがあります。 
 

ｍｍ３３．．貸貸付付のの決決定定とと交交付付                                                                    

（（11））貸貸付付決決定定  

貸付の可否を「就職準備金貸付決定通知書」、または「就職準備金貸付不承認通知書」により申請者及び

連帯保証人へ通知します。 

※ 審査のうえ貸付の可否について決定するため、審査の結果、ご希望に添えない場合があります。 

また、不承認になった場合、その理由は回答いたしません。 

 

（（22））提提出出書書類類 「貸付決定通知書」を受け取った日から 1144日日以以内内に下記①～④の書類を提出して下さい。 

    ※下記書類①③⑤は、当社協よりお送りいたします。 

① 就職準備金借用証書 （印鑑登録証明書に記載されている住所を記入、実印の押印が必要） 

② 印鑑登録証明書（申請者と連帯保証人分。印鑑登録のない方は登録が必要です。） 

③ 振込口座申請書（第5号様式） 

④ 振込口座通帳のコピー（金融機関名、支店名、口座番号、名義（カナ氏名必要）のわかるページ） 

⑤ 返還猶予申請書（第7号様式） 

 

（（33））資資金金のの交交付付  

貸付契約後、貸付金は一括交付となります。 
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ｍｍ４４．．貸貸付付契契約約のの解解除除                                                                      

   以下のいずれかに該当することとなった場合には、貸付契約が解除されます。 

・退職したとき、若しくは内定が取り消されたとき。 

・心身の故障のため、勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

・就職準備金の貸付を辞退したとき。 

・死亡したとき。 

・その他本資金の貸付の目的を達する見込みがないと認められるとき。 

 

ｍｍ５５．．返返還還のの債債務務のの当当然然免免除除                                                                

一定の要件を満たした場合は、貸付金の返還が全額免除されます。 

（（11））免免除除のの条条件件  

① 大分県内において2年間引き続き保育業務に従事したとき。 

② 借受人が上記①の保育業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、または業務に起

因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

 

（（22））提提出出書書類類  

    ① 返還免除申請書（第9号様式） 

    ② 業務従事期間証明書（第10号様式） 

    ③ (1)②の場合、当該事由についての証明となる医師の診断書、労災申請関係書類等の写しが必要です。 

  (提出された書類、およびヒアリング等により個別に状況を判断します。) 

 

  （（33））免免除除のの決決定定  

返還免除の可否を審査決定し、その結果を借受人及び連帯保証人に通知します。 

 

ｍｍ６６．．返返    還還                                                                           

（（11））返返還還対対象象  

     以下のいずれかに該当することとなった場合、当該返還理由が生じた日の属する月の翌月から貸付金

の返還をしていただきます。 

    ① 貸付契約が解除されたとき。 

    ② 大分県内において、2年間継続して保育業務に従事できなかったとき。（猶予の特例を除く） 

    ③ 大分県内において、保育業務に従事する意思がなくなったとき。 

    ④ 保育業務外の事由により死亡、または心身の故障により保育業務に従事できなくなったとき。 

    ⑤ 申請内容や借り入れ後の届出等に虚偽の内容があったとき。 

    ※※そそのの他他、、提提出出期期限限をを定定めめたた書書類類のの提提出出ををすするるよよううにに通通知知ししたたににももかかかかわわららずず書書類類のの提提出出ががなないい場場合合。。  

     

（（22））提提出出書書類類  

     返還計画書（第8号様式） 

 

（（33））返返還還方方法法  

     貸付金の返還は、全額について一括、または元金均等の月賦（返還期間12ヶ月以内）払いの方法に

より返還しなければなりません。なお、繰り上げて返還することは可能です。 

 

  （（44））返返還還口口座座  

          返還金は県社協の指定する口座に振込みをしていただきます。 
＊＊振振込込手手数数料料はは振振込込人人のの負負担担ととななりりまますす。。ななおお、、振振込込人人名名義義はは必必ずず借借受受人人名名義義ととししてて下下ささいい。。  
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・連帯保証人の住所、氏名若しくは勤務先等に変更があったとき。（異動届 第11号様式） 

・貸付けを辞退するとき。（異動届 第11号様式） 

・疾病・負傷・産休・育休等により休職するとき。(異動届 第11号様式・事由を証明できる書類) 

・仕事に復職したとき。（異動届 第11号様式 業務従事証明書 第4号様式） 

・死亡その他理由により連帯保証人を変更したとき。(個別にお問い合わせください） 

・借受人が死亡したとき。（借受人死亡届 第13号様式） 

・事業所の廃止、その他事由にて解雇されたとき。(異動届 第11号様式、事業所の廃止・解雇通知書) 

 

１１００．．退退職職ししたたととききのの手手続続きき                                                                

   （（11））退退職職ししたた日日のの属属すするる月月のの翌翌月月末末日日ままででにに、、大大分分県県内内ににおおいいてて保保育育業業務務にに再再就就職職すするる((内内定定をを含含むむ))場場合合。。  

    ((返返還還がが生生じじまませせんん))  

  

① 提出書類 

・異動届（第11号様式）･･･・各１通 (退職・再就職の届出) 

・業務従事期間証明書（第10号様式）… 退職した事業所の証明書 

・業務従事証明書 (第4号様式) ･･･ 再就職先事業所の証明書  

 

     ② 提出期限 

       退職した日から1144日日以以内内  

 

  （（22））退退職職ししたた日日のの属属すするる月月のの翌翌月月末末日日ままででにに、、大大分分県県内内でで保保育育業業務務にに再再就就職職ででききななかかっったた場場合合。。  

          ままたたはは、、今今後後、、大大分分県県内内ににてて保保育育業業務務にに従従事事すするる意意志志ががなないい場場合合。。  

                      ((返返還還がが生生じじまますす))  

  

① 提出書類 

・異動届（第11号様式）･･･ 退職の届出 

・業務従事期間証明書（第10号様式）… 退職した事業所の証明書 

・返還計画書（第8号様式） 

     

   ② 提出期限 

     退職日から1144日日以以内内  

  

  ※※事事業業所所をを退退職職さされれるる方方はは、、事事前前にに必必ずずごご連連絡絡くくだだささいい。。  
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ｍｍ７７．．返返還還のの債債務務のの履履行行猶猶予予                                                                  

貸付契約が解除されたときは、その日の属する月の翌月から、貸付金を返還する義務が生じます。た

だし、一定の条件を満たした場合には、返還猶予を受けることができます。 

（（11））猶猶予予対対象象  

     以下のいずれかに該当することとなった場合。 
      ① 大分県内において、保育業務に従事している場合。 
      ② 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

③ 出産・育休に伴う休職または退職した場合。 

※ P.10 別 表 1 「出産・育休に伴う休職または退職の場合の猶予について」を参照ください。 

       ※ ②③における休職期間は、2年間の当該業務の従事期間には算入されません。 

 

（（22））提提出出書書類類  

    ① 返還猶予申請書（第7号様式）  ＊働き始めた日から2年間（返還が免除される期間） 

  ※業務従事証明書（第4号様式）･･･ 在職の証明が必要です。 

    ※業務従事期間証明書(第10号様式）… 在職期間の証明が必要です。 

      ※(1)の②の場合は事由を証明する医師の診断書等が必要です。 

(猶予については状況によって、面談を行う場合があります。) 

      ※③の場合は母子手帳の写しが必要です。 

 

（（33））提提出出期期限限  

当該理由が生じた日から1144日日以以内内  

（（44））猶猶予予のの決決定定  

     申請に基づき返還猶予の可否及び期間を決定し、その結果を借受人及び連帯保証人に通知します。 

  

  ８８．．現現況況確確認認                                                                            

返返還還がが免免除除さされれるるままでで、、毎毎年年44月月11日日現現在在のの状状況況について報報告告書書をを提提出出していただきます。 

 

（（11））提提出出書書類類  

     ① 現況報告書（第6号様式） 

     ② 業務従事証明書（第4号様式）  

     ③ 業務従事期間証明書 (第10号様式）… 該当者のみ 
  

（（22））提提出出期期限限        

       毎毎年年44月月3300日日ままでで  

 

  ９９..  届届出出のの義義務務                                                                         

下記のいずれかに該当するときは、その理由が生じた日から1144日日以以内内に所定の様式に証明する書類を添え 

提出して下さい。また、下記に掲載していない事項について県社協から連絡を受けた場合も同様に提出して 

下さい。  

＊＊期期限限ままででにに書書類類がが提提出出さされれなないいととききはは、、返返還還開開始始のの手手続続ききにに移移行行ししまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。  

  

・借受人の住所、氏名等に変更があったとき。（異動届 第11号様式）  

・借受人の勤務先に変更があったとき。(異動届 第11号様式、及び業務従事期間証明書 第10号様式 

 および業務従事証明書 第4号様式) 
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・連帯保証人の住所、氏名若しくは勤務先等に変更があったとき。（異動届 第11号様式） 

・貸付けを辞退するとき。（異動届 第11号様式） 

・疾病・負傷・産休・育休等により休職するとき。(異動届 第11号様式・事由を証明できる書類) 

・仕事に復職したとき。（異動届 第11号様式 業務従事証明書 第4号様式） 

・死亡その他理由により連帯保証人を変更したとき。(個別にお問い合わせください） 

・借受人が死亡したとき。（借受人死亡届 第13号様式） 

・事業所の廃止、その他事由にて解雇されたとき。(異動届 第11号様式、事業所の廃止・解雇通知書) 

 

１１００．．退退職職ししたたととききのの手手続続きき                                                                

   （（11））退退職職ししたた日日のの属属すするる月月のの翌翌月月末末日日ままででにに、、大大分分県県内内ににおおいいてて保保育育業業務務にに再再就就職職すするる((内内定定をを含含むむ))場場合合。。  

    ((返返還還がが生生じじまませせんん))  

  

① 提出書類 

・異動届（第11号様式）･･･・各１通 (退職・再就職の届出) 

・業務従事期間証明書（第10号様式）… 退職した事業所の証明書 

・業務従事証明書 (第4号様式) ･･･ 再就職先事業所の証明書  

 

     ② 提出期限 

       退職した日から1144日日以以内内  

 

  （（22））退退職職ししたた日日のの属属すするる月月のの翌翌月月末末日日ままででにに、、大大分分県県内内でで保保育育業業務務にに再再就就職職ででききななかかっったた場場合合。。  

          ままたたはは、、今今後後、、大大分分県県内内ににてて保保育育業業務務にに従従事事すするる意意志志ががなないい場場合合。。  

                      ((返返還還がが生生じじまますす))  

  

① 提出書類 

・異動届（第11号様式）･･･ 退職の届出 

・業務従事期間証明書（第10号様式）… 退職した事業所の証明書 

・返還計画書（第8号様式） 

     

   ② 提出期限 

     退職日から1144日日以以内内  

  

  ※※事事業業所所をを退退職職さされれるる方方はは、、事事前前にに必必ずずごご連連絡絡くくだだささいい。。  
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１１１１．．返返還還債債務務がが免免除除ととななるる対対象象業業務務                                                        

業業務務従従事事区区域域  

   返還債務が免除となる対象業務は、大分県内の以下に掲げる施設または事業所とする。 

業業務務従従事事施施設設等等  

  ① 保育所 

  ② 幼稚園で教育時間の終了後預かり保育等の教育活動を常時実施している施設 ※注 

  ③ 認定こども園への移行を予定している施設 

  ④ 認定こども園 

  ⑤ 家庭的保育事業 

  ⑥ 小規模保育事業 

  ⑦ 居宅訪問型保育事業 

  ⑧ 事業所内保育事業 

  ⑨ 病児保育事業 

  ⑩ 一時預かり事業 

  ⑪ 離島その他の地域において特例保育を実施する施設  

  ⑫ 認可外保育施設のうち保育室・家庭的保育事業に類するもの  

    ⑬ 企業主導型保育事業 

   

  ※こどもルーム、放課後等デイサービスの施設は対象外です。 

  ※②に該当しない施設において、幼稚園教諭として従事する場合は免除対象業務に該当しません。 

  ※P.11 別表 2 「免除対象保育所等一覧」を参照ください。   

※⑤⑥⑦⑧は市町村実施又は認可されたもの。 

  ※⑨⑩は大分県知事に開始届出を行ったもの。 

   

      詳詳ししくくはは、、各各市市町町村村窓窓口口ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。 

 

１１２２．．提提出出先先及及びび連連絡絡先先                                                                    

    

〒８７０－０９０７  

大分市大津町2丁目1番41号 大分県総合社会福祉会館内 
           大分県社会福祉協議会 福祉資金部 <保育士就職準備金貸付担当者>  
 
              TTEELL：：００９９７７－－５５１１５５－－７７７７７７１１  

FFAAXX：：００９９７７－－５５１１５５－－７７７７７７２２  
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１１３３．．諸諸様様式式一一覧覧                                                                          

 

 ※※．．ココピピーーししててごご利利用用下下ささいい。。ホホーームムペペーージジかかららももダダウウンンロローードドででききまますす。。     

   

  

  

  

  

  

  

  

※※  申申請請書書類類等等のの記記入入・・提提出出ににああたたっってて  

・申請書類等は、手引きに直接記入せず、様式をコピーして使用してください。また、必ず黒ボールペン
（消えないペン）で記入してください。 

・各項目について記入漏れのないよう正確に記入して下さい。記入漏れや添付書類に不備があった場合は受

付ができません。 

・記入内容の訂正は、訂正箇所を二重線で消し、訂正印を押してください。 

・提出する申請書類等はコピーをとり保管してください。 

・この手引きは、返還免除となるまでの取扱いについて記載されています。その間はお手元に保管して 

届出書類等が必要な場合は確認してください。 

・記入方法等、ご不明な点がございましたら、県社協までお問い合わせください。 

様様式式番番号号  様様式式名名称称  ペペーージジ  

第1号様式（準） 就職準備金貸付申請書 P12 

第2号様式（準) 貸付申請に係る同意及び誓約書 P13 

第3号様式（準） 個人情報の取扱同意書 P14 

第4号様式（準） 業務従事証明書 P15 

第5号様式（準） 振込口座申請書 P16 

第6号様式（準） 現況報告書 P17 

第7号様式（準） 返還猶予申請書 P18 

第8号様式（準） 返還計画書 P19 

第9号様式（準） 返還免除申請書 P20 

第10号様式（準） 業務従事期間証明書 P21 

第11号様式（準） 異動届 P22 

第13号様式（準） 借受人死亡届 P23 

 就職準備金チェックリスト P24 
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必必要要書書類類
様様式式・・そそのの他他添添付付書書類類 ペペーージジ 目目次次

申申
請請

貸貸付付申申請請ををすするるとときき ・就職準備金貸付申請書（第1号様式）
・貸付申請に係る同意および誓約書(第2号様式)
・個人情報の取扱同意書（第3号様式）
・業務従事証明書（第4号様式）
・都道府県知事が証する保育士証の写し
・住民票（申請者と連帯保証人分）
・課税・所得証明書（連帯保証人分）
・生活保護証明書（該当者に限る）
・直近の保育施設勤務の退職証明書類

1 2.貸付の申請

決決
定定
・・
交交
付付

貸貸付付決決定定通通知知書書をを受受けけ取取っったたとときき ・就職準備金借用証書
・印鑑登録証明書(申請者と連帯保証人分）
・振込口座申請書（第5号様式〉
・振込口座通帳のコピー
・返還猶予申請書〈第7号様式〉

2 3.貸付の決定と交付

毎毎年年４４月月１１日日現現在在 ・現況報告書（第6号様式）
・業務従事証明書(第4号様式）
・業務従事期間証明書(第10号)

毎年4/30まで提
出

4 8.現況確認

勤勤務務先先にに異異動動((変変更更））ががああっったたとときき
復復職職・・再再就就職職すするるとときき

・異動届（第11号様式)
・業務従事証明書（第4号様式)
・業務従事期間証明書(第10号様式)

事業主の証明が
必要

休休職職すするるとときき((疾疾病病・・負負傷傷等等)) ･異動届（第11号様式）
･業務従事期間証明書（第10号様式）
(医師の診断書等を添付のこと)
・返還猶予申請書(第7号様式)

事業主の証明が
必要

産産休休・・育育休休おおよよびび育育児児にに伴伴うう休休職職・・
退退職職ををすするるとときき

･異動届　（第11号様式)
･返還猶予申請書 （第7号様式）
･業務従事期間証明書(第10号様式）
･母子手帳の写し

事業主の証明が
必要

借借受受人人のの住住所所、、氏氏名名にに変変更更ががああっったた
とときき

・異動届（第11号様式）
・住民票
・戸籍抄本（氏名の変更の場合）

4 9.届出の義務

連連帯帯保保証証人人のの住住所所、、氏氏名名、、勤勤務務先先変変
更更ががああっったたとときき

・異動届（第11号様式）
・住民票

4 9.届出の義務

連連帯帯保保証証人人をを変変更更すするるとときき ・個別に問い合わせください 4 9.届出の義務

借借受受人人がが死死亡亡ししたたとときき ・借受人死亡届〈第13号様式〉
・死亡診断書（写）
・戸籍抄本または戸籍謄本

4 9.届出の義務

退退職職①①
退退職職ししたた日日のの属属すするる月月のの翌翌月月末末日日まま
ででにに、、県県内内ににおおいいてて保保育育業業務務にに再再就就
職職すするる（（内内定定をを含含むむ））とときき

・異動届（第11号様式）
・業務従事期間証明書（第10号様式）
・業務従事証明書(第4号様式)

事業主の証明が
必要

5 10.退職したときの手続き

返返
還還

退退職職①①
退退職職ししたた日日のの属属すするる月月のの翌翌月月末末日日まま
ででにに、、県県内内でで保保育育業業務務にに再再就就職職でできき
ななかかっったたとときき

･異動届（第11号様式）
･業務従事期間証明書（第10号様式）
･返還計画書（第8号様式）

退職した事業所
の証明書が必要

5

3

10.退職したときの手続
き
6.返還

要要
件件
達達
成成

免免
除除

保保育育業業務務にに22年年間間引引きき続続きき従従事事ししたた
とときき

･返還免除申請書（第9号様式）
･業務従事期間証明書（第10号様式）

従事期間が通算
して2年間を満た
すこと

3 5.返還の債務の当然免除

１１４４．．申申請請・・届届出出にに必必要要なな書書類類一一覧覧

区区分分 ここんんななとときき 注注意意事事項項
手手引引きき該該当当箇箇所所

申申
請請
かか
らら
交交
付付

届届
出出業業

務務
従従
事事
中中

- 8 -
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１１５５．．申申請請かからら免免除除ままででののフフロローー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

貸付申請者
貸付要件を全て満たす⽅
①保育事業所の就職が決定（内定を含む)

②⼤分県社会福祉協議会へ貸付申請書を提出（郵送可)

貸付審査・決定
県社協より貸付の可否を通知します。
「借⽤証書」を送付

⑥⼤分県内で継続して２年間保育業務に従事すると返還が免除されます

届出（免除となるまでの期間)

報告や変更等は所定の様式で期
限までに社協に提出しなければい
けません。
怠った場合、返還開始の⼿続きに
移⾏しますのでご注意ください。

返還
２年以内に勤務先を
退職し、再就職出来
なかった場合は貸付
⾦を返還していただき
ます。

④資⾦交付

⑤県内で保育業
務に従事

免免 除除

③「借⽤証書」「印鑑登録証明書」の提出
・借⽤証書には印紙の貼付(消印)が必要
・借受⼈、連帯保証⼈の印鑑登録証明書
・振込⼝座の通帳の写し
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別別紙紙  11  保保育育士士就就職職準準備備金金貸貸付付ににてて出出産産・・育育児児にに伴伴うう休休職職ままたたはは退退職職ししたた  
場場合合のの猶猶予予ににつついいてて  

  
  

   妊娠、出産または育児に伴い、現在、従事している児童の保護等保育士としての業務

を休職する場合、または退職する場合は次により取扱いします。 
   【提出書類】 ○返還猶予申請書（第 7 号様式） 

          ○異動届（第 11 号様式)（出産・育児に伴う休職・退職届） 

          ○母子手帳の写し（届出に係る子の氏名、生年月日および届出者と

の続柄を証するページ) 

 

((11））産産前前産産後後休休暇暇ままたたはは育育児児休休業業をを取取得得すするる場場合合。。  

産前産後休暇（労働基準法第 65 条）、または育児休業（育児休業、介護休業等育

児、または、家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 2 条第 1項）を取得する場

合、当該期間は返還債務の履行を猶予することができます。 

 

    ※産前産後休暇は、14 週間（産前 6 週間、産後 8週間）。 

育児休業に相当する期間 (原則として子が１歳に達する日の属する月末まで）、ま

たは在籍する事業所が相当と認める期間までとします。  

    ※産休、育休等にて休職した期間は、当該業務従事期間に算入されないため、復職後

に免除となるまでの期間を業務従事しなければなりません。 

 

       （（22））妊妊娠娠をを理理由由にに就就業業先先をを退退職職しし、、出出産産後後再再びび児児童童のの保保護護等等のの業業務務へへ再再就就職職すするる場場合合。。  

      退職日の属する月の翌月から子が 1 歳に達する日の属する月末までの期間（※育児期

間)が終了したのち再び保育業務に従事することを予定する場合は、その当該期間を返

還債務の履行を猶予することができます。 

 

      ※ここでの育児期間は従事期間には算入されないため、再就職後に免除となるまでの

期間を業務従事しなければなりません。 

 

 

≪≪留留意意事事項項≫≫  

 次の場合は、、貸貸付付金金のの返返還還をしなければなりません。 

   就業先を退職し、上記(2)の育育児児期期間間がが終終了了ししたた後後にに、再び保保育育業業務務にに従従事事すするるここ

ととをを予予定定ししなないい場場合合は、返還計画書（第 8 号様式)を提出し、貸付金を返還しなけれ

ばなりません。 

 

 

 

 

－ 10 － 
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別別紙紙  ２２                            免免除除対対象象保保育育所所等等一一覧覧  
  

  

※※免免除除対対象象ととななるる勤勤務務先先のの「「保保育育所所等等」」  

法法令令・・通通知知等等  施施設設等等種種別別  

  

  

  

  

  

  

  

  
児童福祉法 

第7条に規定 保育所 

第6条の3第9項から第12項までに規定す
る業務又第39条第1項に規定する業務を
目的とするものであって、法34条の15
第2項、第35条第4項の認可又は認定こ
ども園法第17条第1項の認可を受けてい
ないもの（認可外保育施設）のうち、右
記に示すもの 

  
  

地方公共団体における単独保育施策（いわゆる保育
室・家庭的保育事業に類するもの）において保育を行
っている施設 

  

第6条の3第9項から第12項までに規定す
る業務であって、第34条15第1項の事業
及び同法同条第2項の認可を受けたもの

家庭的保育事業 

小規模保育事業 

居宅訪問型保育事業 

事業所内保育事業 

第6条の3第13項に規定され、第34条の
18第1項の規定による届出を行ったもの

病児保育事業 

第6条の3第7項に規定され、第34条の
12第1項の規定による届出を行ったも
の 

一時預かり事業 

  
学校教育法 

  
第1条に規定 

教育時間終了後に教育活動（預かり保育）を常時実
施している幼稚園 

認定こども園への移行を予定している幼稚園 

就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合
的な提供の推進に関す
る法律 

  
第2条第6項に規定 

  
認定こども園 

  

  
  

子ども・子育て支援法 

第30条第1項第4号に規定 離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

児童福祉法第59条の2第1項に規定する
施設のうち、同法第6条の3第12項に定
める業務を目的とする設置者が、子ど
も・子育て支援法第69条第1項に定める
一般事業主が行う保育事業 

  

  

企業主導型保育事業 

  ※※「「無無認認可可保保育育所所」」はは対対象象外外でですす。。  

  

  
※※「「貸貸付付対対象象者者」」    過過去去のの勤勤務務経経験験ののああるる事事業業所所  ((保保育育所所・・家家庭庭的的保保育育事事業業等等))  

法法令令・・通通知知等等  施施設設等等種種別別  

  

  

  

  

児童福祉法 

  

第7条に規定 
保育所 

幼保連携型認定こども園 

  

  

第6条の3第9項から第12項までに規定 

家庭的保育事業 

小規模保育事業 

事業所内保育事業 

学校教育法 第1条に規定 幼稚園 
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第 1 号様式（準） 

保保育育士士就就職職準準備備金金貸貸付付申申請請書書  

  
                             （西暦）    年    月   日 

大分県社会福祉協議会会長 殿 

フフ リリ ガガ ナナ   

氏氏     名名  ㊞ 

生生 年年 月月 日日  (西暦)       年    月   日 生  （満    歳） 

住住     所所  

〒    － 

 

 

TEL:   (    )           携帯:    -    - 

保保育育士士登登録録日日  (西暦)      年   月   日 

勤勤務務先先状状況況  

就職年月日 （西暦）      年    月   日 

施設･事業所名  

所  在  地 

〒    － 
 

 

TEL:     （    ） 

どどここでで就就職職先先

をを知知っったたかか  

・ハローワーク求人  ・知人の紹介  ･就職フェア（    月頃）  

・就職支援サイト(サイト名：              ) 

・その他（            ）  

直直近近のの保保育育業業務務

勤勤務務・・就就職職先先名名  
(西暦)    年   月まで  （就業先                 ） 

保保育育業業務務  

経経験験年年数数  
     年    か月 (通算) 

     

保育士就職準備金の貸付を次のとおり申請します。 

借借入入希希望望金金額額  円    

資資  金金  使使  途途   

他他のの公公的的給給付付

貸貸付付等等のの状状況況  

有    ・    無 

名 称  

 

    私は、当該申込みに基づき契約が締結された場合、連帯保証人となることを承諾いたします。 

      
  

連連  

帯帯  

保保  

証証  

人人  

フフ リリ ガガ ナナ   
続続

柄柄  
 

氏氏     名名            ㊞  

生生 年年 月月 日日  (西暦)      年   月   日 生   (    歳) 

住住     所所  

〒   － 

 

 

TEL：    （    ）        携帯：   -     - 

勤勤 務務 先先 名名  
 

 

勤勤務務先先住住所所  

〒   － 

 

TEL：    （    ） 
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第１号様式（準）



 

 

第 2 号様式（準） 

 

大分県社会福祉協議会会長 殿 

 

 

貸貸付付申申請請にに係係るる同同意意おおよよびび誓誓約約書書  

 

 

私は、借受人として社会福祉法人大分県社会福祉協議会が実施する保育士修学資金貸付等制度実施要綱

に基づき、下記の事項に同意し、規定に従うことを、連帯保証人連署のうえ誓約します。 

 

 

記 

 

１ 申請者および連帯保証人は、申請者の記載事項が真実かつ正確であることを保証します。 

２ 私及び私の世帯の者は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、またはその構成

員(以下総称として「反社会的勢力」という)ではありません。また、借入期間中においても構成員には

なりません。また、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではありません。 

３ 貸付申請後、大分県社会福祉協議会で書類審査を行います。審査結果によっては、ご希望に添えない場

合があります。予めご了承ください。貸付審査は、原則として、提出書類に基づいて行いますが、必要

に応じてヒアリングを実施するほか、追加資料の提出を求めることに同意します。 

４ 貸付申請に際して、ご提出いただいた申請書等につきましては、ご返却いたしませんので、予めご了承

ください。ただし、貸付不承認になった場合は、申請書類一式をご返却いたします。また、私等は、貸

付不承認理由の問合せをするなど一切の異議の申立てをいたしません。 

５ 申請内容や借入後の届出等に虚偽の内容があり、返還を求められた場合は返還に応じます。 

６ 保育士就職準備金資金の返還の債務が生じたときは、借入金を返還し、大分県社会福祉協議会に迷惑を

かけません。 

７ 連帯保証人は、申請者に誓約どおり履行させるとともに、申請者の債務を連帯して負担します。 

８ 事由による届出義務を履行します。 

  

   

 

 

          (西暦)        年   月   日 

 

 

 

申請者    住 所 

氏  名（自署）                   実印 

 

連帯保証人 住 所 

氏  名（自署）                  実印 

 

                                           ※※注注))    実実印印  
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第 2 号様式（準）



第 3 号様式（準） 

 

保保育育士士就就職職準準備備金金貸貸付付事事業業ににおおけけるる個個人人情情報報のの取取扱扱いいににつついいてて  

 

1. 個人情報の利用目的 

   保育士就職準備金貸付事業(以下「本事業」という)の円滑な実施のため、貸付・返還の状況について正確に把握

することを目的として個人情報を取得・利用いたします。 

2. 個人情報の取得について 

   本会は、本事業に際して個人情報を取得する時は、必要な情報のみを、適法かつ適正な方法により取得するもの

とします。 

3. 個人情報の利用について 

   本事業において個人情報を利用する場合は、利用目的の範囲内として、本会の本事業担当者により利用すること

を原則とします。ただし、事業の目的を達成するために必要な範囲において、都道府県社会福祉協議会、県内外

の、保育施設・事業所、福祉関係機関、その他行政機関等の外部に対して個人情報を提供し、また個人情報を取得

します。 

4. 個人情報の本事業目的以外への利用および第三者への提供について 

   本事業を通じて収集した個人情報については、本人の同意なく、本事業の目的以外へ利用すること、および上記

３「個人情報の利用について」において示した外部への提供を除き、第三者へ提供することは致しません。ただ

し、下記の例のような場合には、あらかじめ同意を得ないでお伝えした目的以外の利用、第三者への提供をするこ

とがあります。 

   ・弁護士法に基づいた弁護士による照会に回答する場合。 

   ・火災・災害なとの緊急時で、人の生命・身体、財産の保護のために必要がある場合。 

   ・税務署からの照会、警察・検察からの捜査協力依頼などで、本人に知らせることでその事務に支障を及ぼすお

それがある場合。 

5. 個人情報の管理について 

本事業利用に関する個人情報については、書面および情報シムテムにつながったコンピューターに入力し、個人

データとして本事業担当者の管理の下、保管・利用します。個人データについては、常に正確かつ最新の状態に保

ち、漏えい・毀損のないように努めます。個人データを管理するコンピューターの保守を委託している業者とは、

個人情報の保護について定めた条項を含む契約を結んでいます。また、返還が完了した貸付けにかかわる個人情報

については、返還が完了した年度の終了後 10 年が経過した時点で、確実に破棄または削除します。 

6. 個人情報の本人への開示について 

本事業において管理する個人データについて、その開示の申し出がされた場合には、本人であることの確認をし

た上で、申し出をした本人の個人情報について開示します。ただし、開示によって本人または第三者の権利利害を

害するおそれがある場合や、本会事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合などには、開示しません。 

 

 

保育士就職準備金貸付事業における個人情報の取扱同意書 

 

社会福祉法人 大分県社会福祉協議会会長  殿 

 

保育士就職準備金貸付事業における個人情報の取扱いについて同意します。 

 

        (西暦)             年    月    日  

 

                       貸付申請者  

(本人自署)                        ㊞ 

 

                               連帯保証人  

                                  (本人自署)                        ㊞ 

 

    ※※貸貸付付申申請請者者、、連連帯帯保保証証人人各各々々ににつついいてて、、署署名名捺捺印印ししててくくだだささいい。。  
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第 3 号様式（準）



第 4 号様式（準） 

 

(西暦)        年   月   日 

 

 

大分県社会福祉協議会会長 殿 

貸付番号  （             ） 

(借受人)〒    － 

    住 所 

  

 

氏 名               ○印  

                        

       携帯番号          －     － 

  

業業務務従従事事証証明明書書  
 

 

次のとおり、保育業務に従事していますので届出します。            

 
 

業業  務務  

従従事事先先  

所所  在在  地地  

〒     －                        

               

TEL（      ）    －    

法法人人名名  

施施設設・・事事業業所所名名  

 

 

 

業業務務従従事事期期間間  （西暦）   年  月  日 から 従事・従事予定 

雇雇用用形形態態  正規雇用 ・ 非正規雇用（         ） 

労労働働時時間間  

 

1 週間における所定労働時間     時間 

  ①１日あたりの勤務時間   （     時間） 

 ②１週間あたりの勤務日数 (週    日) 

 

<<非非正正規規雇雇用用のの場場合合>>  

※※労労働働条条件件通通知知書書ままたたはは雇雇用用契契約約書書ななどどのの週週労労働働時時間間をを確確認認でできき

るる書書類類をを添添付付ししててくくだだささいい。。  

   

 

 

上記のとおり、相違ないことを証明します。 

 

（西暦）        年   月   日 

所在地 

 

法人名 

/施設・事業所名 

代表者の職・氏名                      ○印  
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第 4 号様式（準）



 
 

第 5 号様式（準）  

（西暦）    年   月   日 

  

  

振振  込込  口口  座座  申申  請請  書書  

 

大分県社会福祉協議会会長 殿 

 

申申出出事事由由  １:新 規  ２:変 更  ３:その他（           ） 

住住  所所  

〒     －    

               

 

携帯：    －    － 

借借受受人人氏氏名名  

フリガナ 

                          

  

下記のとおり、保育士就職準備金の振込口座を届出ます。 

振振 込込 先先  

金融機関名  

支 店 名            支店 

口座の種類 普 通 預 金 

口 座 番 号         

口口座座名名義義  

フリガナ 

 

 

 

 ※※口口座座はは必必ずず借借受受人人本本人人名名義義ののももののにに限限りりまますす。。  

  ※※振振込込口口座座通通帳帳ののココピピーー（（金金融融機機関関名名、、支支店店名名、、口口座座番番号号、、名名義義((カカナナ氏氏名名))がが確確認認

ででききるる））をを必必ずず添添付付ししててくくだだささいい。。  
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第 5 号様式（準）



第 6 号様式（準） 

(西暦)       年   月   日 

 

大分県社会福祉協議会会長 殿 

 

貸付番号（           ） 

(借受人) 〒   － 

   住 所 

                     氏 名                ○印  

                   携帯番号     －    － 

 

 

現現  況況  報報  告告  書書  

  

下記のとおり、(西暦）      年   月  日現在の現況を報告します。 

 

借借受受人人現現住住所所  

（〒   －    ） 

 

       

 

 

携帯    －    － 

勤勤務務先先  

  

所所在在地地  

（〒   －    ） 

 

 

電話（     ）     － 

名名  称称  
 

職職種種  
□保育業務（児童の保護等） 

□その他（                ）  

  

勤勤務務ししててなないい場場合合  

（（現現在在のの状状況況））  
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第 6 号様式（準）



第7号様式（準） 

  （西暦）     年   月   日 

 

大分県社会福祉協議会会長 殿      

貸付番号  （             ） 

(借受人) 〒     － 

    住 所   

  

氏 名                  ○印 

       携帯番号          －     － 

返返  還還  猶猶  予予  申申  請請  書書  

  

保育士就職準備金の返還債務の履行猶予を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

借借入入金金額額                       円・・・（a） 

既既返返還還済済額額                       円・・・(b) 

未未返返還還額額                       円・・・(c)=(a)-(b) 

 

返返還還猶猶予予申申請請額額                       円 

返返還還猶猶予予申申請請期期間間  (西暦)     年  月  日 から     年  月  日 まで 

返返還還猶猶予予申申請請理理由由  

（（該該当当のの番番号号にに○○ををすするる））  

 

1. 県内において保育の業務に従事 

   【添付書類】業務従事証明書（第4号様式（準））  

 

2. 災害、疾病、負傷、出産 その他やむを得ない理由 

【添付書類】当該事由を証明する書類 

 

     

 

 

3. その他 

   

 

※2.に該当する事由：医師の診断書等、母子手帳の写し等が必要 
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第 7 号様式（準）



第 8 号様式（準） 

(西暦)       年   月   日 

 

 

大分県社会福祉協議会会長 殿 

 

貸付番号  （            ） 

(借受人)〒    － 

    住 所   

  

 

氏 名               ○印  

 

       携帯番号       －    － 

  

  

返返  還還  計計  画画  書書  
 

 

下記のとおり、保育士就職準備金を返還します。 

 

借借  入入  金金  額額  円   (a) 

既既 返返 還還 済済 額額  円   (b) 

裁裁量量免免除除決決定定額額  円   (c) 

 ※裁量免除については審査により決定します。 

 

 

返返還還金金額額  円  ＝(a)-(b)-(c) 

返返還還方方法法  
＊＊いいずずれれかかにに○○をを  

ししてて下下ささいい。。  

一括払い      ・   元金均等の月賦払い 

返返還還回回数数  
＊＊月月賦賦払払いいをを選選択択ししたた  

場場合合。。  
（   回払）※上限回数：12 回 

 

【返還理由】 該当に○をしてください。 

  １. 貸付契約を解除。  

  ２. 大分県内において、保育業務に従事しなかった。(猶予の特例を除く) 

   ３.  大分県内において、保育業務に従事する意思がなくなった。 

  ４. 保育業務外の事由により死亡し、または心身の故障により保育業務に従事できなくなった。 

  ５. その他 (                                                              ) 

 

 

※※  本本計計画画書書をを３３ヶヶ月月経経過過ししててもも提提出出ががなないい場場合合はは、、一一括括でで返返還還ししてていいたただだききまますす。。  
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第 8 号様式（準）



第9号様式（準） 

(西暦)       年   月   日 

 

大分県社会福祉協議会会長 殿      

貸付番号  （                 ） 

(借受人)〒    － 

    住 所   

  

氏 名                   ○印 

       携帯番号          －     － 

  

返返  還還  免免  除除  申申  請請  書書  

  

保育士就職準備金の返還債務の免除を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

借借  入入  金金  額額                      円・・・（a） 

既既  返返  還還  済済  額額                      円・・・(b) 

未未 返返 還還 額額                      円・・・(c)=(a)-(b) 

 

返返還還免免除除申申請請額額                      円 

返返還還免免除除申申請請理理由由  

（（該該当当のの番番号号にに○○ををすするる））  

 

1.  2年間保育業務に従事 

2. 心身の故障 

3.  死亡 

4. その他 

 

 

 

 

 

 

※事由を証明する書類が必要となります。 

 

     【添付書類】 2～4に該当する免除申請理由を証する書類  

       ・ 医師の診断書等の写し 

       ・  死亡診断書等の写し  等 
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第 9 号様式（準）



第 10 号様式（準） 

(西暦)   年 月 日 

大分県社会福祉協議会会長 殿 

貸付番号 （ ）  

(借受人)〒 － 

住 所 

氏 名 ○印
 携帯番号    －  － 

業業務務従従事事期期間間証証明明書書

次のとおり、保育業務に従事していますので届出します。 

業業  務務  

従従事事先先  

所所在在地地  

〒  - 

TEL（   ） － 

法法人人名名  

施施設設・・事事業業所所名名  

雇雇用用形形態態  正規雇用 ・ 非正規雇用（ ） 

労労働働時時間間  

1 週間における所定労働時間 時間 

①１日あたりの勤務時間   （ 時間） 

②１週間あたりの勤務日数 (週 日) 

【非正規雇用の場合のみ】 

※労働時間が貸付契約時から下回る場合は、労働条件通知書または雇用契

約書など週の労働時間を確認できる書類を添付してください。

業業務務従従事事  

期期    間間  

（西暦）   年  月  日 から 年  月   日 まで 

（ 年  カ月間）

業業務務のの中中断断  

（（休休職職））期期間間  

＊該当する場合のみご記入下さい。 

(西暦） 年 月 日から   年 月 日まで

（ 年  カ月間）

業業務務のの中中断断  

（（休休職職※※））のの理理由由  

＊(休職※）産休、育休、疾病等、該当する場合ご記入下さい。 

上記のとおり、相違ないことを証明します。 

(西暦)  年 月 日 

所在地 

法人名 

施設・事業所名 

代表者の職・氏名 ○印
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第 10 号様式（準）



第 11 号様式（準）                      (西暦)   年   月   日 

大分県社会福祉協議会会長 殿 

貸付番号 （                   ）  

(借受人) 〒    － 

住 所       

氏 名               ㊞ 

                                                   携帯番号     －    －   

異異  動動  届届    

下記のとおり、届出をいたします。 (＊届出番号に○をしてください。44、、55、、66 はは事事業業主主のの証証明明がが必必要要でですす。。） 

１ 借借受受人人住住所所等等  ＊添付書類 住民票 ・ 氏名が変わった場合は戸籍抄本 

住   所 

〒     

 

携帯番号    -     - 

氏  名 

フリガナ 

２ 連連帯帯保保証証人人住住所所等等  ＊添付書類 住所・氏名変更の場合、住民票 

住   所 

〒    - 

 

携帯番号    -     - 

氏  名 

フリガナ 

 

勤務先名称  

勤務先所在地 
〒    - 

                      TEL:（    ）    - 

３ 貸貸  付付  辞辞  退退  (西暦)     年   月    日 

4 
退退        職職  

＊＊事事業業主主のの証証明明がが必必要要でですす。。   ＊添付書類 業務従事期間証明書（様式 10 号） 

大大分分県県内内ににおおいいてて保保育育業業務務にに就就くく意意思思がが（（ああるる・・なないい））･･････((○○でで囲囲んんででくくだだささいい))  

退 職 日 (西暦)     年   月    日  

退 職 理 由  

５ 休休        職職    ＊＊事事業業主主のの証証明明がが必必要要でですす。。      ＊添付書類 業務従事期間証明書（様式 10 号）  

年  月  日 (西暦)     年   月   日  から (西暦)     年   月   日 

理   由  

６ 就就業業先先  ・・復復職職等等  ＊＊事事業業主主のの証証明明がが必必要要でですす。。      ＊添付書類 業務従事証明書（様式 4号）  

変更年月日 (西暦)       年   月    日 

所  在  地 
〒    - 

TEL:（    ）    - 

名   称  雇用形態  

 

事事業業主主証証明明欄欄                             (西暦)     年   月   日 

上記のとおり、相違ないことを証明します。 

所在地 

法人/施設・事業所名                                   ㊞ 

代表者の職・氏名                               
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第 11 号様式（準）



第 13 号様式（準） 

（西暦）    年   月   日 

      

大分県社会福祉協議会会長 殿 

 

貸付番号 （            ） 

(届出者) 〒   － 

住 所  

 

氏 名                ㊞ 

携帯番号    －    －  

借受人との関係 

 

 

借借  受受  人人  死死  亡亡  届届  

  
 

 借受人が死亡したので、次のとおり届け出ます。 

 

借借受受人人氏氏名名  

フリガナ 
生生年年

月月日日
(西暦)    年  月  日  

大大学学等等名名  

ままたたはは  

勤勤務務先先  

 

死死亡亡年年月月日日  （西暦）      年   月   日 

死死亡亡のの原原因因  

 

 

＊【添付書類】死亡診断書(写)、または借受人の戸籍抄本若しくは戸籍謄本を添付してください。 
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第 13 号様式（準）



  

就就職職準準備備金金申申請請チチェェッッククリリスストト  

  
 

申請者氏名                

 

【【記記載載内内容容確確認認チチェェッックク】】  

ＮＮＯＯ  内内    容容  
申申込込人人  

チチェェッックク  

県県社社協協  

チチェェッックク
備備考考  

１ 

貸付申請書（第 1 号様式） 

【申請者記載欄】 

すべて記入している 口 口 

本人が

直筆の

こと 

２ 押印している 口 口 

３ 申請金額は正しい 口 口 

４ 
貸付申請書（第 1 号様式） 

【連帯保証人記載欄】 

すべて記入している 口 口 本人が

直筆の

こと ５ 押印している 口 口 

 

 

 

【【提提出出書書類類チチェェッックク】】  

ＮＮＯＯ  書書    類類    名名  
申申込込人人  

チチェェッックク  

県県社社協協  

チチェェッックク
備備考考  

１ 就職準備金貸付申請書（第 1 号様式） 口 口  

２ 貸付申請に係る同意及び誓約書（第 2 号様式） 口 口  

３ 個人情報取扱同意書（第 3号様式） 口 口  

４ 業務従事証明書（第 4号様式） 口 口  

５ 都道府県知事が証する保育証の写し 口 口  

６ 住民票（申請者と連帯保証人分）※世帯全員の記載があるもの 口 口  

７ 所得・課税証明書（連帯保証人分） 口 口  

★1 直近の保育施設退職時の離職証明書 (退職時の離職票にて可) 口 口 該当者 

★2 生活保護受給証明書 口 口 該当者 

 
★1：最寄のハローワークにて直近の保育施設退職時の「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の発行申請

をしてください。 

  申請書類は漏れが無いようにご確認ください。 

   申請書類を受付後、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。 
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